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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

健
康
管
理
休
暇
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
七
条

の
年
次
休
暇
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
近
隣
先
進
国
等
」
と
は
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
休
暇
帰
国
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九

年
外
務
省
令
第
三
号
）
の
別
表
に
定
め
る
不
健
康
地
以
外
の
地
を
指
す
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
調
査
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
予
算
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
が
四
億
千
三
百
四
十
万
二
千
円
、
平
成
十
九
年
度
が
四
億
五
千
四
百
八

万
六
千
円
、
平
成
二
十
年
度
が
四
億
千
二
百
十
九
万
七
千
円
及
び
平
成
二
十
一
年
度
が
三
億
八
千
二
百
十
四
万
六
千
円
で
あ

る
。

一



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
人
数
は
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
十
八
年
度
が
九
百
二
十
人
、
平
成
十
九
年
度
が
八
百
九

十
一
人
及
び
平
成
二
十
年
度
が
九
百
三
十
人
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

健
康
診
断
の
受
診
は
職
員
の
任
意
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

職
員
及
び
任
地
に
同
伴
し
て
い
る
家
族
の
航
空
賃
の
み
が
支
給
対
象
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

勤
務
・
生
活
環
境
の
厳
し
い
任
地
に
駐
在
す
る
職
員
に
対
し
て
は
、
主
要
な
民
間
企
業
に
お
い
て
も
同
様
の
休
暇
制
度
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
は
民
間
と
の
比
較
及
び
社
会
通
念
上
、
妥
当
な
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二


